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1.  ὤ ǲ ǠȒᾍ ǵᾍ ǯǠȒ᷂Ӣ֗Ǻᾍ ǯǠȒ ὤ ǵ

Ǥǵ̀ǵ ὤ ᾍ ǲ ǠȒḨ Ǳ  
 

１ 計画策定の趣旨  

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及

び産業構造の変化等に伴い、全国的に空家問題が深刻化しており、本市においても空家

等に関する問い合わせや相談が年々、増加しています。 

  その中には、空家等の適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆

衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、空家の発生防止や利活用などを含めた総

合的な対応を行う必要性が高まっています。 

  このような状況から、国においては、平成 26年 11月に「空家等対策の推進に関す

る特別措置法」（以下「空家法」という。）が議員立法により成立し、平成27年５月26

日に全面施行され、令和5年12月13日には、空家対策の総合的な強化を図るため、

空家法の一部を改正する法律が施行されました。 

  これまで、本市においては、平成 30年３月に「各務原市空家等対策計画」、令和 3

年 3月には「第 2期各務原市空家等対策計画」を策定し、空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に実施してきました。計画期間の終了に伴い、改めて本市における課題

を見直すとともに、空家法改正や社会情勢の変化を考慮したうえで、空家対策をより

一層推進するため、「第3期各務原市空家等対策計画」を策定いたします。 

 

 

  

 

  

■語句の定義 

『空家等』 

ƿ空家法第２条第１項における、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）。

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」を表す。 

（住宅・土地統計調査や固有名詞では「空き家」、その他は「空家」と表記します。） 

 

『管理不全空家等』 

 ‖空家法第13条第1項における、「適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば

特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等」を表す。 

 

『特定空家等』 

 ƿ空家法第２条第２項における、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ

る状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適

切である状態にあると認められる空家等」を表す。 

 

『所有者等』 

ƿ空家法第５条における、「空家等の所有者又は管理者」を表す。 
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２ 現状と課題  

（１）全国の空家の状況  

  「住宅・土地統計調査」※1による、空家数の推移を見ると、平成 15年の約 659万

戸から増加し続けており、令和 5年の調査では約 900万戸となっています。総住宅数

に占める空家の割合（空家率）も上昇を続けており、令和5年では13.84％で過去最高

値となっています。 

  また、類型別の空家数推移を見ると、「その他の空家（賃貸・売却用及び二次的住宅

を除く空家）」の数が令和5年では約386万戸で過去最高値となっており、平成15年

の結果と比較すると、約1.83倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  
※ 1 住宅・土地統計調査 
住宅・土地統計調査は、総務省統計局が、５年に１回、住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態
を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。 
 
① 住宅の定義 
住宅・土地統計調査では、住宅を「一戸建の住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立し

て家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたもの」と定義しています。ここでの「完全に区画された」とは、コ
ンクリート壁や板壁等の固定的な仕切りで、同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状態をいいます。 

 
② 空き家の種類について 
○二次的住宅 
別 荘…週末や休暇時に避暑・避寒・保養等の目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅 
その他…ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりする等、たまに寝泊まりしている人がいる住宅  

○賃貸用の空き家  
新築、中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅  

○売却用の空き家 
新築、中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅  

○その他の空き家（賃貸、売却用及び二次的住宅を除く空き家） 
上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院等のため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替え等のため
に取り壊すことになっている住宅等（空き家の区分の判断が困難な住宅を含む） 

出典（総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 

■総住宅数と空き家数の推移（全国） ■類型別の空き家数推移（全国） 
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（２）岐阜県の空家の状況  

岐阜県の空家数の推移は、全国と同様、総住宅数、空家数、空家率、ともに増加を続

けており、令和5年には、空家数が148,400戸、空家率は16.06％と全国平均を上回る

数値になっています。「その他の空家」の数についても、令和５年では74,400戸で過去

最高値となっています。 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典（総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 

■総住宅数と空き家数の推移（岐阜県） ■類型別の空き家数推移（岐阜県） 
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（３）各務原市の状況と課題  

① 人口と世帯数の動向 

  国勢調査によると、平成22年にかけて本市の人口は増加していましたが、平成

27年には、人口が減少へ転じており、令和2年は144,521人となっています。 

年齢３区分別人口は、15歳未満の年少人口は昭和 55年以降、継続して減少し、

令和2年には2万人を下回りました。順調に増加していた15歳～64歳の生産年齢

人口も平成７年を境に減少に転じています。また、65歳以上人口の老年人口及び

高齢化率は継続して増加しており、令和2年の高齢化率は28.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯数は継続して増加していますが、世帯人員数は減少し続けています。単独世

帯の増加や核家族化の進行により、世帯が小規模化しています。 

 

  
■一般世帯数と世帯人員数の推移 

■年齢３区分別人口の推移 

出典（総務省統計局「国勢調査結果」） 
15  15 64  65  

出典（総務省統計局「国勢調査結果」） 
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65歳以上の高齢単独世帯割合は、令和 2年には 9.9％を占め、平成７年以降、  

増加し続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所による人口推計では、令和 32年には総人口が

119,096人にまで減少すると予想されています。また、高齢化率については、今後

も増加し続けると予想されます。 

    

  

 

 

 

 

 

 

  

■一般世帯総数と高齢単独世帯割合の推移 

出典（実測値：総務省統計局「国勢調査結果」） 

（推計値：国立社会保障・人口問題研究所 R5年推計） 

■人口と高齢化率の推計 

出典（総務省統計局「国勢調査結果」） 
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② 各務原市の空家の状況 

本市の空家数の推移を見ると、令和5年は、平成15年と比較して2,420戸増加し

ています。なお、令和 5年における空家率は、11.92％で国や県よりも低い数値とな

っています。 

   類型別の空家数推移を見ると、「その他の空家」数が平成 30年から令和 5年にか

けて減少していますが、平成 15年以降は増加傾向にあります。「その他の空家」の

建て方・構造別割合では、一戸建（木造）の割合が78.5％となっており、うち16.7％

が腐朽破損ありの状態となっています。 

  

 

                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

出典（総務省統計局「住宅・土地統計調査」） 

 ■「その他の空き家」建て方・構造別割合 
（令和5年） 

 ■「その他の空き家」一戸建（木造）の 
腐朽破損別割合  （令和5年） 

■総住宅数と空き家数の推移（各務原市） ■類型別の空き家数推移（各務原市） 
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③ 人口推移、空家数の推移・現状からみる課題 

本市では、人口減少に伴い、令和2年において65歳以上人口の老年人口が4万人

を超えた一方で、15歳未満人口の年少人口は、2万人を下回り、少子高齢化が加速し

ている状況にあります。そのような中、世帯構造についても時代とともに変化が見ら

れ、世帯数は、継続して増加している一方で、世帯人員数は減少しています。中でも、

居住者の死亡等により空家等の発生につながる可能性の高い、単独世帯が増加してお

り、そのうち高齢単独世帯が世帯総数に占める割合は9.9%となっています。 

  本市における空家率は、国や岐阜県に比べると低い状況ではあるものの、適切な管

理がなされないために、管理不全空家等や特定空家等となるおそれのある「その他の

空家」の数は、依然として、高い水準を保っており、それらの空家が、今後、周辺の

生活環境に悪影響を及ぼすことが懸念されます。 

  これらの背景から、今後も引き続き、所有者等に対し、空家等の適切な管理を促す

とともに、早期の利活用（売却や賃貸等）を提案することで、新たな空家等の発生を

未然に防ぎ抑制することが重要となってきます。 

 

（４）空家等対策の方向性を定める実態調査 

 ① モデル地区内の空家等の外観調査 

本市の空家等対策の方向性を定めるため、周辺に支障のある空家等が多く存在し、

高齢化率が高い地区をモデル地区（緑苑北、緑苑南、つつじが丘、松が丘、尾崎南町、

尾崎北町、須衛町、前渡西町、大野町、新鵜沼台、那加雄飛ヶ丘町）に選定し、令和

7年７月14日から７月31日までの期間で空家の実態調査を行いました。 

モデル地区内にて空家等であると想定されるものは119戸確認され、その内「問題

あり」の空家等の状態としては、雑草・立木が56戸と最も多く、次いで軒先・軒裏

が21戸、ゴミが19戸などとなり、衛生や景観上の問題が多いことがわかりました。 

 

     ※問題ありの割合については、全体から確認不可の戸数を除いて算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

■空家等の状態別戸数（令和7年7月実態調査結果） 
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 ② 所有者等へのアンケート結果から見る現状と課題 

   外観調査の結果、モデル地区内にて空家であると想定される建築物の所有者等に

アンケート調査票を配付し、空家の使用状況や今後の活用意向等を把握し、令和7

年度における回答の結果から、現状と課題を分析しました。 

 

○市内の空家の状況 

アンケートを実施した結果、空家のうち半数以上が何も使用されておらず、その中

で解体予定のないものが約 6割となっています。「何も使用していない」を選択した

方で、「解体予定なし」と回答された方のなかには、空家を資産として有効活用でき

ていない方がみえることも考えられるため、そのような方に対しては、積極的に空家

を利活用していただくよう提案していくことが重要となります。 

 

■現在、空家はどのような状態になっていますか。 

なお、「何も使用していない」を選択した方は、［解体予定のあり・なし］につい

ても、あてはまるものを選択してください。（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「何も使用していない」方の解体予定（単数回答） 
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13.4 37.3 32.8 7.5 4.5 4.5 
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(n=67)

32.8 29.9 32.8 4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

○空家の所有者等の状況 

アンケートに回答した所有者等のうち約5割が70代以上となっています。世帯構

成は夫婦のみと単身世帯を合わせると約5割となっています。高齢夫婦等や、単身世

帯では、今後、所有者等が亡くなった場合に、適切な相続登記がなされないことや、

施設等へ入所することで、空家の維持管理が十分に行われないことが懸念されます。 

また、各務原市外（遠方）に居住している所有者等が約3割となっていることから、

今後は、地域住民も一体となって空家を維持・管理できるような体制が求められます。 

 

■このアンケートに回答された方の年齢をお答えください。（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  ■このアンケートに回答された方の世帯をお答えください。（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■このアンケートに回答された方の居住地をお答えください。（単数回答） 
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〇空家となったきっかけについて 

 住んでいた人が亡くなったため空家となったものが約4割で最も高く、次いで別の

住居へ転居したため空家となったものが約3割、住んでいた人が施設入所、入院した

ため空家となったものが約2割の順となっており、高齢者に対し、空家になる前から

未然の防止を促してく必要があります。 

 

■空家となったきっかけは何ですか。（複数回答） 
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○空家の維持・管理について 

   所有者もしくは家族により維持・管理が行われている空家は約８割、そのうち費

用がかかっているものが約７割となっています。内容としては、主に庭の手入れ、

草刈、剪定や家屋の清掃、空気の入れ替え、郵便物の確認などが行われています。 

   維持・管理が行われていない空家は約１割で、そのうち遠方在住のため維持・管

理が困難という人が最も多くなっていることから、遠方に住んでいる方が、空家を

維持・管理するうえで、負担が大きく、空家が適正に管理されずに放置されてしま

うことが懸念されます。 

 

■空家の維持・管理はどなたが行っていますか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■空家の維持・管理にかかる費用は年間いくらくらいですか。（維持・管理につい

て「特に行っていない」以外を選択した方）（単数回答） 
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■空家の維持・管理はどのようなことを行っていますか。（維持・管理について「特

に行っていない」以外を選択した方）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■維持・管理を行っていない理由は何ですか。（維持・管理について「特に行ってい

ない」を選択した方）（複数回答） 
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○空家の活用の意向について 

  空家を売却したいと考えている人が約５割、賃貸として運用したいと考えている人

が約１割で、売却や貸出をしたいと考えている人のうち１年以内又は、２年以内の売

却や貸出を希望している人が約４割となっています。さらに、空家を売却したい、又

は賃貸として運用したいと考えている人のうち、約４割は「空家バンク事業」を活用

したいと考えている一方で、約5割は「空家バンク事業」を活用するつもりはないと

考えています。「空家バンク事業」を活用するつもりはないと考える主な理由として

は、空家の補修が必要であることや、家財等の処分が完了していないことなどとなっ

ています。 

このことから、所有者等に空家の早期の活用の意向があるものの、「空家バンク事

業」の活用に至っていない空家が存在するため、早期の段階から、空家等総合相談な

どを通じて、空家の利活用に関する制度などをより直接的に、所有者等に周知するこ

とで、何年もの間、空家が放置されることがないよう制度の活用を促していく必要が

あると考えられます。 

 

■今後の空家の活用について、どのようにお考えですか。（複数回答） 
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39.5 50.0 10.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=38)

21.1 

21.1 

36.8 

42.1 

26.3 

5.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=19)

26.3 

36.7 

18.4 

13.3 

15.8 

13.3 

5.3 

6.7 

5.3 

0.0 

28.9 

26.7 

0.0 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=38)

(n=30)

10

10

26.3 

36.7 

18.4 

13.3 

15.8 

13.3 

5.3 

6.7 

5.3 

0.0 

28.9 

26.7 

0.0 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=38)

(n=30)

10

10

■売却又は貸出を検討しているのはいつ頃ですか。（空家の活用について「他に売   

 却したい」又は「賃貸として運用したい」を選択した方）（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家の売却又は貸出にあたり「空家バンク事業」についてどのようにお考えです 

か。（空家の活用について「他に売却したい」又は「賃貸として運用したい」を 

選択した方）（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家バンク事業を活用しない理由は何ですか。（空家バンク事業について「活 

用するつもりはない」を選択した方）（複数回答） 
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32.8 

17.9 

19.4 

37.3 

13.4 

3.0 

4.5 

3.0 

1.5 

7.5 

14.9 

16.4 

34.9 

31.7 

38.1 

25.4 

0.0 

4.8 

6.3 

0.0 

6.3 

22.2 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=67)

(n=63)

○空家に関する心配ごとや困りごとについて 

  空家に関する心配ごとや困りごととして、「解体して更地になることで固定資産税

等が上がる」「空家を活用（売却・賃貸）するうえで、障壁がある」など金銭面や空

家の活用に関して、空家所有者等が悩みを抱えていることがわかります。 

 

■空家について、心配ごとやお困りごとはありますか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 空家等対策の基本方針  

空家等に至るまでの経緯や状態等が多岐にわたることを踏まえ、空家等の段階に応じ

た対策を推進するため、これまでの方針を継続しつつ、空家法改正に伴い、新たに追加

された管理不全空家等に対する措置の方針を反映し、次の４つの事項を基本的な方針と

して定めます。 

基本方針 
① 空家等発生の予防の推進 
② 空家等の適正管理の推進 
③ 空家等の利活用の推進 
④ 管理不全空家等・特定空家等に対する措置 
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■４つの基本方針イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本方針① 空家等発生の予防の推進  

空家等発生の要因は、所有者の死亡によるものが多数を占めており、空家等の所

有者においては、早期から空家等の利活用や解体を図ることや、空家等の管理方法

について、相続人間で事前に相談しておくことが重要となります。 

市では、高齢福祉部局とも連携し、高齢者やその家族等に対し、空家等の予防の

意識付けを図るなど、空家等発生の予防を推進していきます。 

 

 基本方針② 空家等の適正管理の推進  

空家法第５条の規定より、空家等の管理責任は所有者等にあり、空家等の適切な

管理は、その所有者等が自らの責任により行う必要があります。なお、空家法改正

により、所有者等は、国又は地方公共団体が実施する施策に協力する必要が求めら

れるものとして、責務の強化が図られました。 

空家等を周辺に悪影響を及ぼす状態にしないための啓発や、適切な管理を行わな

い所有者等に対応を依頼するなどの取組を行っていきます。また、高齢者や遠隔地

に住む方等、空家等を自分で管理することが難しい人には、市と連携する民間事業

者を紹介し、適正な管理を促していきます。 
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 基本方針③ 空家等の利活用の推進  

空家等を有効活用することで、地域の活性化を図るとともに、管理不全空家等や

特定空家等発生の未然防止を図るため、空家等を取り巻く総合的な相談に対応でき

る相談窓口を運営するとともに、空家所有者等へ、市が運営する空家等の活用事業

を紹介し、売却や賃貸を手助けすることで、空家等の流通促進を目指します。 

また、空家等を解体した後の跡地の利活用についても所有者等の相談に応じると

ともに、その利活用を促していきます。 

 

 基本方針④ 管理不全空家等・特定空家等に対する措置  

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家等を「特定空家等」とし、市で

指導、勧告、命令、行政代執行等の措置を行うほか、空家法改正により追加された、

そのまま放置された場合に特定空家等に該当することとなるおそれのある空家等を

「管理不全空家等」として、指導及び勧告を行います。 

管理不全空家等及び特定空家等については、私有財産であることを考慮し、所有

者等自らの責任で改善及び解決を図ることを原則とした上で、措置を講ずる必要が

あります。管理不全空家等及び特定空家等に対する措置を実施する際は、空家等の

管理状況や所有者等の事情、地域住民への悪影響の範囲や程度、危険等の切迫性を

考慮しながら、その必要性を判断してまいります。 
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４ 対象とする地区及び空家等の種類  

本計画の対象の地区は、「市内全地域」とします。 

本計画の対象の空家等の種類は、空家法第２条第１項に規定する「空家等」としま

す。また、空家等発生の予防の推進に関する施策については、空家等となる見込みの

ある住宅も対象とします。 

 

５ 計画の位置づけ  

  本計画は、空家法第７条の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的

に実施するために策定するものです。 

なお、本計画は「各務原市総合計画」を上位計画とし、「各務原市都市計画マスター

プラン」、「しあわせ実感かかみがはら総合戦略」、「各務原市シティプロモーション戦略

プラン」と整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

本計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

なお、本計画は、継続して適正な進行管理を行うとともに、各種施策の実施による

効果や社会情勢の変化等により、必要に応じて見直しを図るものとします。 
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3. ὤ ˗  

 

（１）空家等の把握（適正な管理がなされていない空家等を把握） 

市によるパトロールや地域住民からの連絡のほか、自治会や警察署等と連携し、適正

な管理がなされていない空家等の把握を行います。すでに把握している空家等について

も年に３回、空家等の一斉調査を実施するなど、定期的な現況調査を行い、危険性が高

い空家等の早期発見に努めます。 

 

（２）実態調査 

適正な管理がなされていない空家等を把握した場合は、早期に現地での外観目視によ

る実態調査を行います。なお、現地での調査の際には、保安上の危険性及び、衛生上の

問題、景観上の問題、周辺の生活環境の保全への影響に関して、影響の程度を確認し、

管理不全空家等・特定空家等への該当の有無を判断する際の参考とします。 

 

（３）所有者等調査  

  周辺に支障のある空家を把握した際は、空家法第10条の規定に基づき、固定資産税

情報等の利用等により、所有者等を調査します。 
 

      調査方法の例 

    ・固定資産税情報等の利用 

     →税務、戸籍等担当部局と連携し、行政情報の内部利用により特定 

    ・他市区町村への請求 

     →他市区町村が保有する戸籍等の情報を請求 

    ・市民等への聞き取り 

     →自治会や地域住民への聞き取り 

    ・登記情報の活用 

  

（４）データベースの整備 

  各方面から寄せられる空家等に関する情報の共有を図ることが重要であるため、実

態調査の結果や管理不全空家等及び特定空家等の措置経過等の情報をデータベース化

し、必要に応じて関係部局で共有します。 
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4. ὤ ў ͝ ˗ 

■語句の定義 

  基本方針をもとに市や民間が実施する取組について、以下のように定義します。 

追加…第２期各務原市空家等対策計画の策定時点で実施しておらず、令和7年   

12月末時点で、実施している取組。 

 

拡充…第２期各務原市空家等対策計画の策定時点で実施しており、令和7年12 

月末までに強化を図った取組または、第３期各務原市空家等対策計画の 

計画期間内で強化を図る取組。 

 

新規…第２期各務原市空家等対策計画策定の時点で実施しておらず、第３期各務 

原市空家等対策計画の計画期間内で実施または実施について検討する取組。 

 
なお、追加・拡充・新規について記載のない取組については、第２期各務原市空家等
対策計画策定の時点で実施しており、第３期各務原市空家等対策計画において、引き
続き実施する取組としています。 

 
 

 基本方針① 空家等発生の予防の推進  

今後も、人口減少や高齢化等の影響から空家等は増加し、さらには、適切な管理がな

されないことにより、管理不全空家等や特定空家等の周辺の生活環境に深刻な影響を及

ぼすおそれのある空家等が発生することも懸念されることから、空家等の発生を抑制す

るための「予防」が重要になります。 

そこで、市広報紙やウェブサイト、「空き家の手引き」による周知、セミナーや空家

等総合相談、空家予防に関する出前講座の開催等により、空家所有者はもとより、今後、

所有者から空家を相続する方、引っ越し等により、居住している家屋が空家となる可能

性がある方等、様々な立場の方に対して、空家になる前の段階から空家等の管理や利活

用、処分等の重要性について啓発を行います。 

なお、セミナーや空家等総合相談については、空家等対策に取り組む市町村の補完的

な役割を果たす目的で、空家法改正により創設された「空家等管理活用支援法人※2」

とも連携を図りながら開催してまいります。 

 

 ※２ 空家等管理活用支援法人：空家等の管理や活用に取り組む民間法人として市が

指定する。空家等管理活用支援法人が行う業務としては、① 空家等の所有者等に対す

る当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供、② 定期的な空家等の状態

の確認、空家等の活用のために行う改修、③ 空家等の所有者等の探索、④ 空家等の

管理または活用に関する調査研究、⑤ 空家等の管理または活用に関する普及啓発など

があげられる。 
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 ＜市の取組状況＞ 

 （１）空家等に関するセミナーの開催 【拡充】 

  空家等管理活用支援法人と連携し、空家所有者等に

対して空家等の管理や、相続登記の必要性などを周知

し、家屋の状態が悪化する前に、利活用等を行ってい

ただくよう空家等に関するセミナーを開催していま

す。今後は、アンケート等を通じて把握した空家等の

所有者等が抱える悩みに応じたセミナーを開催しま

す。セミナーの例としては、将来的に住まいが放置さ

れることがないよう、高齢者向けに「住まいのエンデ

ィングノート」の作成に関するセミナーを開催するこ

となどを検討しています。 

 

（２）空家等総合相談の開催 【拡充】 

空家等管理活用支援法人と連携し、住まいや空家

等の管理や利活用、登記手続きなど空家問題全般の

相談に対応するため、専門家（司法書士、建築士、

税理士、宅地建物取引士など）による個別相談会を

開催しています。 

 

（３）空家予防に関する出前講座の開催 【拡充】 

   市職員による「生涯学習まちづくり出前講座」及び「高齢者安全安心事業」とし

て、主に高齢者を対象に、空家等の予防について考えていただくための講座を開催

しています。 

  

  

 

 

 

 

■セミナーの様子 

■相談の様子 

■相談の様子 



 

- 22-  

 

（４）広報媒体を用いた予防啓発の実施 

空家等になる前の準備の重要性や空家等を放置した場合の問題点について広く周

知するため、市広報紙やウェブサイト等の広報媒体を用いて啓発を実施しています。 

 

 

  

   

 

 

 

 

  ＜市と民間の連携による取組状況＞ 

 （５）「空き家の手引き」を活用した啓発 【追加】 

   民間事業者と連携し、「空き家の手引き」を作成し、 

市内のサービスセンターや福祉センター、地域包括支援  

センター等で配架することで、空家所有者等へ空家等の 

発生の予防啓発を図っています。 

  また、空家等の適正管理依頼文書を所有者等へ発送 

する際に、「空き家の手引き」を同封することで、空家 

等の管理や利活用についての案内を行っています。 

 

 

 

（６）空家等に関するセミナー及び個別相談会 

   国土交通省所管「住宅ストック維持・向上促進事業」（住宅ストックの相談体制整

備事業）」に採択された民間事業者と連携し、空家等の発生を未然に防ぐことをテー

マにした市民向けのセミナーや個別相談会の開催に協力しています。 

 

■広報紙特集記事（令和７年５月１日号） 

■各務原市空き家の手引き 

■広報紙特集記事（令和6年５月１日号） 
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【達成指標】 
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 基本方針② 空家等の適正管理の推進  

空家等が放置され、状態が悪化するほど管理や除却等に要するコストが増大する場合

があります。そうなる前に、所有者等が空家等に関する悩みを相談できる体制を整え、

解決に導いていきます。また、定期的なパトロールの実施や自治会等地域、警察署、関

係部局と連携し、周辺に支障のある空家の早期発見に努めます。 

周辺に支障のある空家を把握した場合は、所有者等を調査し、その所有者等に対し除

却、修繕、立木竹の伐採その他、生活環境の保全を図るため所有者等自らの責任におい

て必要な対応を求めるとともに、空家等の利活用を促し、地域住民にとっての不安要素

でもある空家問題の改善が図られるよう努めます。また、空家法だけでなく、他の法令、

条例等での措置により是正が可能な場合は、関係部局と連携しながら対策を行います。 

 

【市の取組状況】 

 （１）空家等総合窓口の設置  

地域や所有者等からの空家等に関する多種多様な相談に対応するため、市では空 

家等に関する総合窓口を設けています。 

 （２）自治会と連携した空家等の把握 

地域において周辺に支障のある空家を発見した場合、市へ連絡するよう自治会へ依

頼し、地域と連携した空家等の把握を行っています。一部の自治会では、空家所有者

等と直接連絡をとることで、空家の管理を手助けしています。 
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 （３）警察署と連携した空家等の把握 【追加】 

協定に基づき、市が把握している空家情報を各務原

警察署へ情報提供し、警察署は防犯パトロールを強化

します。また、各務原警察署が生活環境に悪影響を及

ぼすおそれのある空家等を把握した場合、市は情報提

供を受け、必要に応じて、空家所有者等に対して空家

等の管理を依頼します。 

（４）空家等の所有者等に対する適正管理依頼 

市民や自治会、警察署等からの連絡により把握した周辺に支障のある空家について

は、所有者等の情報や対応記録等を台帳化しています。市は台帳に登録した空家等の

所有者に対し、関係部局とも連携しながら適正管理を促しています。管理不全空家等

や特定空家等の危険空家等については、必要に応じて、所有者等の元を訪問するなど

して、空家等の除却を促しています。 

■自治会等からの連絡件数と所有者等に対する適正管理依頼回数 

年度 
自治会等から

の連絡件数 

所有者等への 

適正管理依頼件数 

平成28年度 67 72 

平成29年度 90 176 

平成30年度 121 157 

令和元年度 119 100 

令和２年度 141 103 

令和3年度 129 101 

令和4年度 159 124 

令和5年度 134 110 

令和6年度 189 142 

令和7年度 

 (12月末現在） 
159 124 

 

 ■周辺に支障のある空家等台帳数推移 

 ※令和６年までは3月末現在の件数、令和７年は12月末現在の件数としている。 

 

 

 

 ※ 完結件数＝解体又は居住により空家等ではなくなった件数、 

 

継続的な管理がなされ、周辺への支障が解消された空家等の件数 

 

■協定締結式の様子 
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（５）「おくやみハンドブック」による空家等の適正管理のご案内 【追加】 

  市では、死亡に伴う各種手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成してお

ります。そのなかで、家屋を所有していた方が亡くなり、空家となった場合の手続き

についても掲載しており、空家を放置した場合の問題点や、適切な相続の必要性、ま

た空家の活用についても検討していただくよう案内を行っています。 

  また、市民相談一覧も掲載し、空家等総合相談を案内することで、空家の適正管理

を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民相談一覧（令和7年12月末現在） 
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（６）民間事業者と連携した空家等管理の推進 

① 各務原市シルバー人材センターと連携した空家等の見守り・管理の推進 

高齢者や遠隔地に住む方等、持ち家等を自分で管理することが難しい人のため

に、各務原市シルバー人材センターが有償で空家等の様子を点検・報告する「空

き家見守りサービス」や除草、草刈り作業を実施しています。（平成28年10月５

日連携協定締結）本サービスは市ふるさと納税の返礼品としても取り扱っていま

す。 

 

   ② 各務原市グリーンパーク推進協会と連携した空家等の庭木剪定の推進 

空家等の庭木の繁茂が周囲に影響を与えているケースが多いことから、庭木等の 

剪定を依頼しやすくなるよう、市内の造園業者で組織する各務原市グリーンパーク 

推進協会を通じて「空き家の庭木剪定サービス」を依頼できる環境を整えています。 

（平成28年11月１日連携協定締結） 

 

 市外在住者に送付している固定資産税納税通知書には、税務部局と連携し、下

記「空き家見守りサービス、空き家の庭木剪定サービス」及び「空き家活用」

のチラシを同封し、空家等の管理や利活用に関する情報提供を行っています。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【達成指標】 
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■固定資産税納税通知書同封チラシ（A6サイズ） 
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5. ὤ ֗ ԁ ὤ ͜ ᷂ ͝ ˗  

 基本方針③ 空家等の利活用の推進  

空家及び除却した空家に係る跡地は、所有者等の財産であることはもちろん、地域に

おいても有効な資産となります。しかし、空家を放置すると、物件の市場性の低下をも

たらし、不動産としての有効活用の機会を損失してしまうことも考えられます。管理不

全空家等や特定空家等の状態になると、空家の利活用を図ることが、より困難となるた

め所有者等においては、早期から空家の利活用を図ることが重要です。 

そこで、所有者等に対し、有効活用や市場流通を促すことにより、当市への移住定住

につなげ、空家を負の遺産ではなく「地域資源」＝「活用可能な住宅ストック」として

活用することで、地域コミュニティの活性化を図るため「空き家リノベーション事業」

及び「空家バンク事業」の運営や「移住定住総合窓口」の運営等、市内の空家の多くを

占める一戸建て住宅等が再び住居や店舗等に利活用されるために、民間事業者等と連携

して取り組んでいきます。また、空家と同様に、その跡地の市場流通を図ることは、土

地の有効利用を図るうえで、重要です。そこで、空家が除却された跡地の活用について

も検討していきます。 

 

＜市の取組状況＞  

（１）空き家リノベーション事業 

ライフスタイルにこだわりがあり、自分らしい暮らしを求める価値観を持つ若い 

世代のニーズに応えるため「借主負担ＤＩＹ型契約※3」を活用した賃貸を実施して

います。また、空き家リノベーション事業による空家の活用事例について、出前講

座や市ウェブサイト等を通じて紹介しています。 

① 空き家リノベーション事業成約件数45件 

    （平成28年４月事業開始日～令和7年12月末まで） 

 

   

  

   

   

  

 

 

 

  

  

■成約物件例 

BEFORE AFTER 

BEFORE AFTER 
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② 産学官金の連携 

空き家リノベーション事業を推進するため、市内に支店を持つ金融機関（９行）、

岐阜女子大学と協定（平成28年５月24日）を結び、資金融資などのサポートや

学生によるデザイン提案発表会・ＤＩＹを行っています。また、事業の全面的な

バックアップを行う民間事業者（空き家リノベーション事業推進会議、令和 7年

12月末現在で会員 22社）と連携し、所有者と借主とのマッチングを行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ DIY型空き家ワークショップ 

市外からの移住者の居住する住居等を対象にワークショップを開催し、ペンキ

塗装や漆喰塗装などの DIYリフォーム体験を通じて、DIYの楽しさの発信や移住

者のネットワーク構築の支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

■借主負担DIY型賃貸借契約の仕組み 

※3 借主負担ＤＩＹ型契約 

貸主が改修等の手間や費用をかけない代わりに相場より安く貸し出し、借主の費用で修繕や模様替え

を行う賃貸借契約。借主に対し、退去時の原状回復を求めない。 

 （貸主のメリット） 

¸現状のまま貸すことが可能 

¸借主が自費で修繕や模様替えを行うことから、長期
間住んでくれる可能性がある 

¸退去時には、貸し出し時よりも設備等の価値が上が
っている可能性がある 

（借主のメリット） 

¸持ち家のように自分の好みに改修できる 

¸自費で修繕や模様替えを行うため賃料が安い 

¸退去時に原状回復の義務がない 

■ワークショップの様子 
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（２）空家バンク事業 【追加】 

   市内に所有する空家を「売りたい」「貸したい」という所有者と、物件を「買いた

い」「借りたい」という利用希望者をつなぐ取組を実施しています。 

① 空家バンク事業成約件数11件（令和4年6月事業開始日～令和7年12月末まで） 

② 空家バンク提携事業者数11社（令和７年12月末現在） 

 

空家等所有者等に対するアンケート調査の回答結果等から把握した、空き家リノ

ベーション事業や空家バンク事業の活用を希望する空家等の所有者等に対して、直

接的に事業の案内を行うことで、空家等の早期利活用につなげてまいります。 

 

（３）移住定住総合窓口 

各務原市への移住定住を考える方に対して、必要な情報を包括的に紹介するワン

ストップ相談窓口を設けています。窓口では、各務原市内の不動産事業者と連携し

て、移住定住のための住まい探しをサポートするとともに、空き家リノベーション

事業や空家バンク事業に登録された空家を積極的に紹介しています。 

   ① 移住定住総合窓口相談実績 

（平成29年７月開設日～令和7年12月末まで） 

○相談案件数 551件  

    〇相談回数  延べ1,089回 

    〇移住実績  107世帯 232人 

   ② 民間事業者との連携 

岐阜県宅地建物取引業協会岐阜南支部と連携し、住まい探しのサポートを官民

協働で行っています。相談内容に応じて、不動産に関する専門的なアドバイスを提

供する体制を整えています。（平成29年７月６日連携協定締結） 

 

（４）那加from Park構想の取組（令和6年度～令和10年度） 【追加】 

    学びの森と市民公園周辺の賑わいを空き店

舗が目立ち始めた周辺エリアへ波及させるこ

とを目的とした歩きたくなるまちづくり「ま

ちなかウォーカブル推進事業 那加from Park

構想」の一環として、空家・空き店舗を活用

して開業する方向けの「各務原市民公園周辺

地区店舗開業支援補助金」を設けています。 

   

    ① 補助金申請件数6件（令和6年4月補助事業開始日～令和7年12月末現在） 

  ② 開業店舗業種 カフェ、絵画教室、パン屋、花が買える喫茶店、まちの案内所 
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（５）財産管理制度の活用 【新規】 

空家等の所有者等の所在を特定できない場合、または所有者が死亡し、相続人         

   のいることが明らかでない場合（相続人全員が相続放棄をした場合を含む。）は、

「不在者財産管理人」または「相続財産清算人」の選任申立てを行うことができ

ることから、これらの財産管理制度を活用し、空家等の活用を図っていきます。 

    また、民法の一部を改正する法律により、土地・建物の効率的な管理を実現す

るとともに、申立てに係る費用負担の軽減を目的に、特定の土地・建物のみに特

化して管理を行う新たな財産管理制度として、所有者が不明な土地・建物の管理

のために管理人を選任する「所有者不明土地・建物管理制度」が創設されました。 

    市において、地域住民等から相談を受けて、把握している空家の中にも、相続

放棄等により所有者が確知できず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのあ

る空家もあります。今後は、これらの財産管理制度の活用も検討していきます。 

 

（６）空家等の利活用に関連する補助金（令和7年12月末現在） 

   ① 各務原市集会施設に対する補助金 

地域住民の融和を図るための活動拠点として、自治会が集会施設を建設・購入・ 

改築・修繕等する費用について補助金を交付します。空家等を購入・改造・改築 

等する際にも活用可能です。 

（補助対象者） 

集会施設を建設・購入・改築・修繕等する自治会 

   （補助金額） 

対象経費の2/3、上限2,000万円 

 

   ② 空家バンク登録物件改修補助金 【追加】 

    空家バンクに登録された物件を購入した方が、物件を改修する際の費用につい 

て補助金を交付します。 

（補助対象者） 

空家バンクに登録された物件を購入し、物件を改修する予定の方 

   （補助金額） 

    対象経費の 1/2、上限 50万円（市外の施工業者による改修の場合は、上限 30

万円） 

 

   ③ 各務原市民公園周辺地区店舗開業支援補助金 【追加】 

  市民公園周辺の指定された路線において、既存の建物（空家を含む。）を活用し 

て店舗を開業する際の費用について補助金を交付します。 
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（補助対象者） 

既存の建物を活用し、新たに店舗の開業を予定している方 

（補助金額） 

【店舗整備事業】工事費・修繕費・設計費が対象 

 補助対象経費の1/2、上限200万円 

【店舗賃借事業】家賃・共益費が対象 

 補助対象経費の1/3、上限5万円/月（12月間） 

 

 ＜民間の取組状況＞  

都市再生推進法人と連携した空家対策の取組 【追加】 

       市では、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづ

くりを担う法人として都市再生推進法人※5を指定して

います。那加地区では、公園や道路の改修といったイン

フラ整備、空き店舗活用の補助制度の創設を市が行うと

ともに、都市再生推進法人が空家の活用方法等について

提案することで、両者が連携し、空家の活用を通じてま

ちに賑わいをもたらす取組を実施しています。 
 

   ※５ 都市再生推進法人：都市再生特別措置法に基づき、まちづくり分野で豊富

な実績とノウハウを持つ法人であり、まちづくりの中核を担う団体として市が指

定するもの。 

  

  旧東亜町会館活用事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  空家・空き店舗の活用促進 

 

 

 

 

 

 

■都市再生推進法人の指定 

■都市再生推進法人による取組事例 

＜改修前＞ ＜改修後＞ 

＜空家の活用事例紹介＞ ＜まちづくりトークショー開催＞ 
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【参考】空家の譲渡所得3,000万円特別控除 

 

  国では、平成28年度から空家の発生を抑制するための特例措置（空家の譲渡所

得の3,000万円特別控除）を実施しています。この制度は、被相続人が居住の用に

供していた家屋及びその敷地を相続した相続人が、相続開始の日から３年を経過す

る日の属する年の 12月 31日までに、一定の要件を満たして当該家屋またはその

土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。 

  この制度について、市ウェブサイトや、資産税課から送付する「相続人代表者指

定届」へのチラシの同封を通じて周知を図り、空家等の有効活用を促します。 

  

 

    

   

  

   

   

   

   

   

 

  

 

【達成指標】 
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■相続人代表者指定届 同封チラシ 
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6. ʥЋ ὤ ֗ ὑ ὤ ᾍ ᾍы ˗  

 基本方針④ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置  

 

〇管理不全空家等の定義 

 空家法第13条第1項において、以下の状態であると規定されています。 

  適切な管理が行われないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当すること

となるおそれのある状態 

 

○特定空家等の定義 

空家法第２条第２項において、以下の状態であると規定されています。 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

空家等のうち、管理不全空家等や特定空家等に該当する可能性があるものについては、

管理状況や所有者等の事情、周辺住民への悪影響の範囲や程度、切迫性等を考慮し、管

理不全空家等及び特定空家等の判断を行います。 

管理不全空家等や特定空家等に認定された後は、空家法に基づき、空家等の状態の改

善に向けて、必要な措置を実施します。 

また、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家については、管理不全空家

等や特定空家等に該当するか否かの判断にかかわらず、所有者等に対し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他の必要な措置をとるよう求め、所有者等自身の責任において、早期

に解決が図れるように努めます。 

 

【市の取組状況】 

（１）管理不全空家等及び特定空家等対策実施体制の構築 【拡充】 

  管理不全空家等及び特定空家等対策については、多角的な観点から検討する必要が

あります。そこで、市関連部署が連携して対策を講じられるよう、庁内組織である「各

務原市空家等対策検討会」及び学識経験者等によって構成され、専門的な意見をいた

だく「各務原市空家等審査会」を設置し、それぞれで検討しながら対策を実施してい

ます。 

（２）管理不全空家等及び特定空家等の認定 【拡充】 

空家法の一部を改正する法律の施行に伴って、改正された「『管理不全空家等及び

特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライ
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ン）」を基に、「各務原市管理不全空家等及び特定空家等判断基準」を策定しました。

当基準を基に、各務原市空家等対策検討会にて市の方針を協議し、各務原市空家等審

査会に意見を伺い、対象となる空家等が管理不全空家等や特定空家等に該当するか否

か検討しています。 

（３）管理不全空家等及び特定空家等に対する措置 【拡充】 

管理不全空家等及び特定空家等に認定したものについては、倒壊等の保安上の危険、

衛生面の悪化など、周辺の生活環境に深刻な悪影響を与えるおそれがあるため、空家

法に基づいて適切な措置を行います。なお、空家所有者等に対して、「勧告」を行う

ことより、当該管理不全空家等及び特定空家等に係る敷地について、固定資産税の住

宅用地特例の対象から除外されます。 

 

 ■固定資産税・都市計画税の住宅用地に対する課税標準額の特例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例措置 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 
面積が200m2以下の住宅用地（200m2を超える

場合は1戸当たり200ｍ2までの部分） 
1／6 1／3 

一般住宅用地 
小規模住宅用地以外の住宅用地（ただし、家屋

の床面積の10倍まで） 
1／3 2／3 

※アパート・マンション等の場合は、戸数×200ｍ2以下の部分が小規模住宅用地となります。 

※併用住宅の場合は、建物の構造、階数、住宅としての利用部分の割合により、住宅用地となる面積が異なります。 

■管理不全空家等に対する措置のフローチャート ■特定空家等に対する措置のフローチャート 
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（４）代執行の実施 

空家法第22条（令和5年12月空家法改正のため、改正前空家法第14条に同じ）

に基づく措置を実施しても、必要な改善が行われなかった所有者等に対し、令和２年

６月に行政代執行による特定空家等の除却を行いました。また、令和7年10月から

12月末にかけて、行政代執行による特定空家等の除却、敷地内の樹木の伐採等を実

施しました。 

さらに、相続放棄等により所有者等を確知することができない特定空家等について

は、略式代執行による特定空家等の除却等を行うことで、地域住民の生活環境の保全

を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

■行政代執行実施写真（令和2年実施） 

（実施前）              （実施後） 

■行政代執行実施写真（令和7年実施） 

（実施前）               （実施後） 
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（５）管理不全空家等及び特定空家等の状況 

① 管理不全空家等の状況【令和7年12月末現在】                        

認定：9件11棟                                  

所有者等による解体：1件1棟                       

残り：8件10棟         

② 特定空家等の状況【令和7年12月末現在】 

認定：10件11棟                                 

所有者等による解体：2件3棟                       

行政代執行による解体：2件2棟 

   残り：6件6棟（うち1件1棟について、令和７年度中に略式代執行実施予定。） 

（６）特定空家等の除却に対する補助金 

空家法の施行により、特定空家等について、行政代執行による除却が可能となりま

したが、そこに至るには、助言・指導、勧告、命令など多くの行政措置が必要であり、

除却までに相当な時間を要します。 

そこで、所有者等に自主的な除却を促し、早急に地域住民の安心安全を確保する 

ことを目的とし、特定空家等の除却に対する補助制度を設けています。 

    

   ○各務原市特定空家等除却支援補助金（令和7年12月時点） 

   （補助対象者） 

特定空家等の所有者等のうち、空家法に規定する「命令」を受けていない方 

（補助金額） 

 対象経費の1/3、上限30万円 

     

【達成指標】 
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7. ̮ ὤ ᾍꜘ  ̠

 

市では、市民や自治会からの空家等に関する相談に対して、総合窓口（空家対策部局）

を設け、空家等全般の相談に応じるほか、内容に応じて関係部局と調整し、迅速な対応

に努めていきます。 

また、空家等を取り巻く問題は、空家等が周囲に悪影響を及ぼすことによる地域住

民の生活環境に関することだけでなく、空家等の所有者等の相続上のトラブルや家庭の

経済状況など多岐にわたります。関係部局だけでの対応が困難な相談等については、市

民相談業務と連携し、法律相談や建築相談など、あらゆる相談に応じることができる体

制を整えています。それに加え、「何から相談したらよいかわからない」という相談者

のため、様々な悩みをワンストップで対応することができる空家等総合相談の窓口を開

設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概  要：住まいや空家等に関する問題全般にワンストップで対応可能な相談窓口 

開催日時：毎月第2木曜日 

相 談 員：司法書士、建築士、税理士、宅地建物取引士など 

  

■空家等総合相談（令和7年12月末現在） 

■相談への対応体制 
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8. ὤ ᾍ ὕ ̱Ѱ ˗  

   

空家等対策にあたっては、発生の予防、適正管理、売却や賃貸等の利活用など、それ

ぞれの段階に適した効果的な対策が求められます。そのため、空家対策部局にて空家等

総合相談窓口を設置し、空家等所有者等からの相談に対して、適切な解決方法を示すと

ともに、複合的な事案については、庁内関連部局が情報を共有しながら、横断的かつ専

門的に対応できる体制を整えています。 

一方で、人口減少や少子高齢化などを背景に、管理が十分になされていない空家の件

数は年々増加傾向にあり、適正管理や利活用、さらには、管理不全空家等や特定空家等

に対する措置など、多岐にわたる対応が求められています。このことから、今後も引き

続き、庁内関連部局との連携強化はもとより民間企業や大学、自治会、警察署などの組

織や各務原市空家等審査会とも一体となって取り組むことで、空家対策をより強力に推

し進めてまいります。 

■空家等対策の実施体制 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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１．アンケート結果（抜粋） 

本市の空家等対策の方向性を定めるため、市内における周辺に支障のある空家の状

況や高齢化率等を踏まえ、モデル地区（尾崎南町、尾崎北町、那加雄飛ケ丘町、須衛町、緑

苑北、緑苑南、つつじが丘、松が丘、新鵜沼台、前渡西町、大野町）を設定し、空家と想定さ

れる住居の所有者にアンケート調査票を配布し、空家の使用状況や今後の活用意向の

把握にあたりました。 

 

■調査に関する事項 

区分 内容 

抽出方法 
市空家台帳及び外観目視調査で空家と想定された建物の所有者の

氏名、住所を抽出 

調査票の配布・回収 郵送配布・郵送回収 

調査基準日 令和７年 11月１日 

調査期間 令和７年 11月 10日～令和７年 11月 25日 

 

■配布・回収に関する事項 

区分 空家を所有または管理されている方、相続をされた方 

配布数（Ａ） 169 

回収件数（Ｂ） 76 

回収率（Ｂ／Ａ） 44.97％ 

 

令和 2 年度に同様の調査を実施しており、今回の調査結果とともに併記しました。

併記したグラフは、今回の調査結果を「Ｒ7年度」、前回の調査結果を「R2年度」と

して記載しています。なお、令和 2年度調査の概要は下記のとおりです。 

 

■令和 2年度調査時のモデル地区 

地区 

尾崎北町、那加西野町、那加雄飛ヶ丘町、各務おがせ町、松が丘、緑苑中、緑苑西、鵜沼

台、前渡東町、川島松倉町 

 

■令和 2年度に実施した調査に関する事項 

区分 内容 

抽出方法 
市空家台帳及び外観目視調査で空家と想定された建物の

所有者の氏名、住所を抽出 

調査票の配布・回収 郵送配布・郵送回収 

調査基準日 令和２年 11月１日 

調査期間 令和２年 11月７日～令和２年 11月 20日 
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問１ 各務原市内で所有されている空家はどの地区にありますか。（単数回答） 

空家の所在地区は、「那加雄飛ケ丘町」が 17.1％と最も高く、次いで「つつじが丘」が 11.9％、

「尾崎北町」「須衛町」がそれぞれ 10.5％となっています。なお、「空家を所有していない」は、全

体の 11.9％となっています。 

令和２年度と比較すると、「那加雄飛ケ丘町」「尾崎北町」がそれぞれ高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｒ２年度は、Ｒ７年度の調査

モデル地区と異なるため、参

考値として掲載。 

 （R２年度の調査では、尾崎南

町、須衛町、緑苑北、緑苑南、

つつじが丘、新鵜沼台、前渡

西町、大野町については、調

査モデル地区としていない。） 

※Ｒ２年度の調査では、以下の

地区についても調査を実施。 

・那加西野町 （ 3.8％） 

・各務おがせ町 （ 8.8％） 

・緑苑中 （ 2.5％） 

・緑苑西 （ 3.8％） 

・鵜沼台 （20.0％） 

・前渡東町 （ 6.3％） 

・川島松倉町 （ 8.8％） 

11.9 

3.9 

10.5 

17.1 

10.5 

6.6 

1.3 

11.9 

2.6 

9.2 

5.3 

2.6 

1.3 

0.0 

5.3 

18.8 

7.5 

13.8 

2.5 

1.3 

0.0 

2.1 

0% 10% 20% 30%

(n=76)

(n=80)
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※以下、空家を所有している方（問 1 で「空家を所有していない」以外を選んだ方）

が回答。 

問２ このアンケートに回答された方をお答えください。（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

問３ このアンケートに回答された方の年齢をお答えください。（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

問４ このアンケートに回答された方の居住地をお答えください。（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

問５ このアンケートに回答された方の世帯をお答えください。（単数回答） 

 

 

 

 

 

13.4 37.3 32.8 7.5 4.5 4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

0.0 

4.5 40.3 50.7 4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

10 20 30 40 50 60 70

59.7 31.3 4.5 4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

32.8 29.9 32.8 4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)
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問６ 現在、空家はどのような状態になっていますか。 

なお、「賃貸物件として貸し出している」に○をつけた方は［入居者のあり・なし］、

「何も使用していない」に○をつけた方は［解体予定のあり・なし］についても、あ

てはまるものに○をつけてください。（単数回答） 

現在の空家の状態は、「何も使用していない」が 53.8％と最も高く、次いで「物置・倉庫として 

使用している」が 17.9％、「ある期間のみ使用している」「その他」がそれぞれ 10.4％となってい

ます。 

令和２年度と比較すると、「賃貸物件として貸し出している」が 6.5 ポイント低くなっている一

方で、「何も使用していない」は 4.6ポイント、「ある期間のみ使用している」は 4.1ポイント高く

なっています。『利活用している』（「ある期間のみ使用している」「賃貸物件として貸し出している」

及び「物置・倉庫として使用している」の合算）は、3.4ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「賃貸物件として貸し出している」方の入居者の有無（単数回答） 

内容 Ｒ７年度（n=1)  Ｒ２年度（n=5 ) 

（入居者）あり 0 件 2 件 

（入居者）なし 1 件 3 件 

不明・無回答 0 件 0 件 

 

■「何も使用していない」方の解体予定（単数回答） 

所有物件について「何も使用していない」（53.8％）方のうち、「（解体予定）あり」は 16.7％、

「（解体予定）なし」は 58.3％となっています。 

令和２年度と比較すると、「（解体予定）あり」が 2.7ポイント低くなっているものの、実件数

でみると令和７年度、令和２年度それぞれ６件となっています。 

 

 

 

 

 

 

16.7 

19.4 

58.3 

54.8 

25.0 

25.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=36)

(n=31)

10.4 

6.3 

1.5 

8.0 

17.9 

19.0 

53.8 

49.2 

10.4 

9.5 

6.0 

8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

(n=63)
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1.5 

7.9 

23.9 

27.0 

19.4 

20.6 

43.3 

41.3 

3.0 

3.2 

8.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

(n=63)

10 10

※問 6 で「ある期間のみ利用している」を選んだ方 

問６－１ 空家で過ごす時期はいつ頃、またはどの程度ですか。（単数回答） 

Ｒ７年度（n=7)  件数 

お盆や正月など、特定の時期に過ごす 2 

月に数日は過ごす 0 

年に数日は過ごす 5 

その他 0 

不明・無回答 0 

 

問７ 空家になってから、どれくらい経ちますか。（単数回答） 

空家になってからの期間は、「10 年以上」が 43.3％と最も高く、次いで「１年～５年未満」が

23.9％、「５年～10年未満」が 19.4％となっています。 

令和２年度と比較すると、「10 年以上」が 2.0 ポイント高くなっています。なお、『５年未満の

空家』（「１年未満」及び「１年～５年未満」の合算）は 9.5ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 空家の建築時期（竣工時期）はいつ頃ですか。（単数回答） 

空家の建築時期（竣工時期）は、「昭和 50年～昭和 55年」が 38.8％と最も高く、次いで「昭

和 49年以前」が 22.4％、「わからない」が 16.4％となっています。 

令和２年度と比較すると、「昭和 49年以前」が 25.2ポイント低くなっている一方で、「昭和 50

年～昭和 55年」が 11.8ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4 

47.6 

38.8 

27.0 

9.0 

4.7 

4.5 

1.6 

1.5 

3.2 

16.4 

15.9 

7.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

(n=63)

49 50 55 56

13 14
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85.1 

98.4 

9.0 

1.6 

5.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

(n=63)

問９ 空家と土地の所有者は同一ですか。（単数回答） 

空家と土地所有者が同一かは、「はい」が 85.1％、「いいえ」が 9.0％となっています。 

令和２年度と比較すると、「はい」（空家と土地所有者が同一である割合）が 13.3ポイント低く 

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 空家となったきっかけは何ですか。（複数回答） 

空家となったきっかけは、「住んでいた人が亡くなったため」が 38.8％と最も高く、次いで

「別の住居へ転居したため」が 25.4％、「住んでいた人が施設入所、入院したため」が 17.9％とな  

っています。 

令和２年度と比較すると、「別の住居へ転居したため」は 11.1ポイント低くなっている一方で、

「住んでいた人が亡くなったため」が 19.8ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.4 

0.0 

1.5 

6.0 

16.4 

4.5 

17.9 

38.8 

7.5 

0.0 

6.0 

36.5 

1.6 

1.6 

14.3 

17.5 

4.8 

19.0 

19.0 
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1.6 

3.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=67)

(n=63)
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問 11 空家の維持・管理はどなたが行っていますか。（複数回答） 

空家の維持・管理者は、「所有者もしくは家族」が 77.6％と最も高く、次いで「特に行っていな

い」が 10.4％、「親戚」が 7.5％となっています。 

令和２年度と比較すると、「特に行っていない」が 8.6ポイント低くなっています。なお、「民間

業者に委託」は 1.8ポイント低く、「近隣の人に依頼（自治会を含む）」は 1.2ポイント高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 11 で「特に行っていない」を選んだ方 

問 11－１ 維持・管理を行っていない理由は何ですか。（複数回答） 

維持・管理を行っていない理由は、「遠方在住のため維持・管理が困難」が４件、「維持・管理に

費用がかかる」「維持・管理に手間がかかる」がそれぞれ２件、「高齢のため維持・管理したいがで

きない」が１件となっています。 

 
 

Ｒ７年度（n=7)  件数 

高齢のため維持・管理したいができない 1 

維持・管理に費用がかかる 2 

遠方在住のため維持・管理が困難 4 

権利・相続関係の都合で管理が困難 0 

維持・管理に手間がかかる 2 

その他 0 

不明・無回答 0 

 

77.6 

7.5 

4.5 

6.0 

1.5 

10.4 

6.0 

71.4 

1.6 

6.3 

4.8 

4.8 

19.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

(n=63)
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※以下問 11-4 まで、問 11 で「特に行っていない」以外を選んだ方 

問 11－２ 空家の維持・管理にかかる費用は年間いくらくらいですか。（単数回答） 

維持・管理にかかる年間の費用は、「５万円以上」が 48.2％と最も高く、次いで「１万円～３万

円未満」が 17.8％、「わからない」が 10.7％となっています。 

令和２年度と比較すると、「かかっていない」「３万円～５万円未満」がそれぞれ 10ポイント以

上低くなっている一方で、「５万円以上」は 21.6ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11－３ 空家の維持・管理はどのようなことを行っていますか。（複数回答） 

維持・管理の内容は、「庭の手入れ、草刈、剪定」が 76.8％と最も高く、次いで「家屋の清

掃」が 50.0％、「空気の入れ替え」が 44.6％となっています。 

令和２年度と比較すると、「家屋の清掃」が 16.7ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0 

76.8 

21.4 

44.6 

35.7 

8.9 

7.1 

33.3 

78.4 

25.5 

49.0 

33.3 

3.9 

9.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=56)

(n=51)

5.4 

15.7 

1.8 

9.8 

17.8 

11.8 

5.4 

15.7 

48.2 

21.6 

10.7 

13.7 

10.7 

11.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=56)

(n=51)
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7.1 

11.8 

17.9 

35.3 

28.6 

17.6 

23.2 

15.7 

7.1 

7.8 

0.0 

7.9 

16.1 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=56)

(n=51)

問 11－４ 空家の維持・管理はどれくらいの頻度で行っていますか。（単数回答） 

維持・管理の頻度は、「２～３カ月に１回程度」が 28.6％と最も高く、次いで「半年に１回程

度」が 23.2％、「月に１回程度」が 17.9％となっています。 

令和２年度と比較すると、「月に１回程度」が 17.4ポイント低くなっている一方で、「２～３カ

月に１回程度」が 11.0ポイント高くなっています。なお、『月１回以上の管理』（「週１回以上」

と「月に１回程度」の合算）は、22.1ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 空家の管理を第三者へ依頼する場合、どのような作業を希望しますか。 

（複数回答） 

空家管理を第三者へ依頼する場合に希望する作業内容は、「庭の手入れ、草刈、剪定」が

64.2％と最も高く、次いで「家屋の清掃」「破損箇所の修繕」がそれぞれ 19.4％、「空気の入れ

替え」が 17.9％となっています。 

令和２年度と比較すると、「破損箇所の修繕」が 9.2ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4 

64.2 

19.4 

17.9 

14.9 

9.0 

20.9 

22.2 

60.3 

28.6 

23.8 

17.5 

14.3 

20.6 

0% 20% 40% 60% 80%

(n=67)

(n=63)
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問 13 依頼する場合、費用は年間いくらまで負担してもよいと考えますか。（単数回答） 

空家管理を第三者へ依頼する場合に年間で負担してもよい費用は、「３万円～５万円未満」が 

29.8％と最も高く、次いで「１万円～３万円未満」「わからない」がそれぞれ 20.9％、「１万円未

満」がそれぞれ 7.5％となっています。 

令和２年度と比較すると、「３万円～５万円未満」が 20.3ポイント高くなっています。費用負

担は抑えたいが、ある程度の金額であれば負担してもよいと考えている人が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 今後の空家の活用について、どのようにお考えですか。（複数回答） 

今後の空家の活用は、「他に売却したい」が 53.7％と最も高く、次いで「解体したい」が 20.9％、

「物置・倉庫として使用したい」が 14.9％となっています。 

令和２年度と比較すると、「賃貸として運用したい」は 13.0ポイント低くなっています。なお、

「他に売却したい」空家については、令和２年度と比較すると高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 

9.0 

53.7 

6.0 

14.9 

20.9 

10.4 

4.5 

9.0 

7.5 

7.9 

6.3 

47.6 

19.0 

14.3 

23.8 

12.7 

7.9 

9.5 

3.2 

0% 20% 40% 60%

(n=67)

(n=63)

7.5 

9.5 

20.9 

19.0 

29.8 

9.5 

3.0 

4.8 

20.9 

28.6 

17.9 

28.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

(n=63)
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※以下、問 14ー1①及び問 14ー1②については、問 14 で「他に売却したい」又は「賃

貸として運用したい」を選んだ方 

問 14－１① 売却又は貸出を検討しているのはいつ頃ですか。（単数回答） 

売却又は貸出希望の時期は、「わからない」が 28.9％と最も高く、次いで「１年以内」が 26.3％、

「２年以内」が 18.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14－１② 空家の売却又は貸出にあたり「空家バンク事業」についてどのように

お考えですか。（単数回答） 

空家の売却又は貸出にあたっての「空家バンク事業」の活用は、「空家バンク事業を活用する 

つもりはない」が 50.0％、「空家バンク事業を活用したい」が 39.5％となっています。 

 

 

 

 

 

39.5 50.0 10.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=38)

26.3 

36.7 

18.4 

13.3 

15.8 

13.3 

5.3 

6.7 

5.3 

0.0 

28.9 

26.7 

0.0 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=38)

(n=30)

10

10

26.3 

36.7 

18.4 

13.3 

15.8 

13.3 

5.3 

6.7 

5.3 

0.0 

28.9 

26.7 

0.0 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=38)

(n=30)

10

10
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※問 1４ー１②で「空家バンク事業を活用するつもりはない」を選んだ方 

問 14－１③ 空家バンク事業を活用しない理由は何ですか。（複数回答） 

空家バンク事業を活用しない理由は、「空家の補修が必要であるため」が 42.1％と最も高く、

次いで「家財等の処分が完了していないため」が 36.8％、「その他」が 26.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※問 1４ー１③で「既に他の不動産業者等に媒介を依頼しているため」を選んだ方 

問 14－１④ 各務原市の「空家バンク登録物件改修補助制度」をご存じですか。 

（単数回答） 

「空家バンク登録物件改修補助制度」の認知度は、「空家バンク登録物件改修補助制度を知って

いる」が１件、「空家バンク登録物件改修補助制度を知らない」が３件となっています。 

 

Ｒ７年度（n=4)  件数 

空家バンク登録物件改修補助制度を知っている 1 

空家バンク登録物件改修補助制度を知らない 3 

不明・無回答 0 

 

※問 1４で「賃貸として運用したい」を選んだ方 

問 14－２ 空家を貸し出すにあたり「空き家リノベーション事業」についてどのよ

うにお考えですか。（単数回答） 

空家を貸し出すにあたっての「空き家リノベーション事業」の活用は、「空き家リノベーション

事業を活用したい」が２件、「空き家リノベーション事業を活用するつもりはない」が０件となっ

ています。 

 

Ｒ７年度（n=4)  件数 

空き家リノベーション事業を活用したい 2 

空き家リノベーション事業を活用するつもりはない 0 

不明・無回答 2 

21.1 

21.1 

36.8 

42.1 

26.3 

5.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=19)
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問 15 空家の利用希望者へ無償で空家を譲渡する制度があれば、その制度を活用し

たいと考えますか。（単数回答） 

空家の利用希望者へ無償で空家を譲渡する制度の活用は、「空家の無償譲渡の制度を活用した

い」が 6.0％、「空家の無償譲渡の制度を活用したいと思わない」が 53.7％、「その他」が 17.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 空家について、心配ごとやお困りごとはありますか。（複数回答） 

今後の空家の活用についての心配や困りごとは、「解体して更地になることで固定資産税等が

上がる」が 37.3％と最も高く、次いで「空家を活用（売却・賃貸）するうえで、障壁がある」が

32.8％、「今後の利用予定がなくどうしたらよいかがわからない」が 19.4％となっています。 

令和２年度と比較すると、「解体したいが解体費用の負担が困難」が 17.0ポイント、「今後の利

用予定がなくどうしたらよいかがわからない」が 12.3ポイント、「不動産業者や解体業者の選び

方がわからない」が 12.0ポイント、それぞれ低くなっています。 

なお、「解体して更地になることで固定資産税等が上がる」「空家を活用（売却・賃貸）するう

えで、障壁がある」が上位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 53.7 17.9 22.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=67)

32.8 

17.9 

19.4 

37.3 

13.4 

3.0 

4.5 

3.0 

1.5 

7.5 

14.9 

16.4 

34.9 

31.7 

38.1 

25.4 

0.0 

4.8 

6.3 

0.0 

6.3 

22.2 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=67)

(n=63)
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※問 16 で「空家を活用（売却・賃貸）するうえで、障壁がある」を選んだ方 

問 16－１ 空家の売却又は賃貸にあたり障壁となっていることは何ですか。 

（複数回答） 

空家の売却又は賃貸にあたり障壁となっていることは、「空家の家財等の処分が完了し

ていない」が 68.2％と最も高く、次いで「空家に補修が必要な箇所がある」が 54.5％、

「相続登記が完了していない」が 36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.2 

36.4 

54.5 

4.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

(n=22)
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２．関連法令等 
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╢ ─ ─√╘⌐╛╗╩ ⌂™╙─≢№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─ ╩∆

╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ⅜ ╘╠╣√╙─⌐ ╢⁹ ┘

⌐⅔™≡ ∂⁹ │⁸ ─ ─ ─ ⁸ ┘

─ ┘ ─ ─ ─ ⌐ ∆╢ ⌂ ≤─ ⅜ √╣

√╙─≢⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ╩ ╘√≤⅝│⁸ ⌂ↄ⁸↓╣╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ⌐ ⇔⁸ ─ ┘ ⌐ ⇔⁸ ─ ⁸

⌂ ∕─ ⌂ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⅛╠ ╕≢─ │⁸ ─ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 

ה₃ ה  

 



 

- 19-  

 

 │⁸ ─ ┘ ┘⌐ ⌐ ∆╢ ╩ ℮√╘─

↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ╗⁹ ∂⁹ ─╒⅛⁸ ⁸ ─ ─

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ∆╢ ∕─ ─ ⅜ ≤ ╘

╢ ╩╙∫≡ ∆╢⁹ 

 ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ⅜ ╘╢⁹ 

ה₃  

 ─  

ה₃  

 

 │⁸ ─ ⌐№╢ ─ ┘ ─ ╩

∆╢√╘─ ∕─ ⌐ ⇔↓─ ─ ─√╘⌐ ⌂ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ⅛╠ ╕≢─ ─ ⌐ ⌂ ⌐⅔™≡⁸

─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔ ↕∑⁸ │∕─ ⇔ↄ│∕─

⇔√ ⌐⁸ ≤ ╘╠╣╢ ⌐ ∟ ∫≡ ╩↕∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╡ │∕─ ⇔√ ╩ ≤ ╘╠╣╢ ⌐

∟ ╠∑╟℮≤∆╢≤⅝│⁸∕─ ╕≢⌐⁸ ─ ⌐∕─ ╩ ⇔⌂↑

╣┌⌂╠⌂™⁹√∞⇔⁸ ⌐ ⇔ ∆╢↓≤⅜ ≢№╢≤⅝│⁸↓─ ╡≢⌂

™⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ≤ ╘╠╣╢ ⌐ ∟ ╤℮≤∆╢ │⁸∕─ ╩ ∆

╩ ⇔⁸ ─ ⅜№∫√≤⅝│⁸↓╣╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ ⌐╟╢ ─ │⁸ ─√╘⌐ ╘╠╣√╙─≤ ⇔≡│⌂╠

⌂™⁹ 

ה₃  

─ ⌐ ∆╢ ─  

 │⁸ ─ ∕─ ─ ─√╘⌐ ∆╢ ≢ ∆╢ ≢№

∫≡ ∕─ ─ ─ ⌐ ∆╢╙─⌐≈™≡│⁸↓─ ─ ─√╘⌐ ⌂

⌐⅔™≡⁸∕─ ⌐ √∫≡ ↕╣√ ─ ─ ─√╘⌐ ≢ ∆╢

↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ∕─ ─ ≢ ⅜ ∆╢╙─≤↕╣≡™╢╙──℮∟

─ ∆╢ ⌐⅔™≡│ ⅜ ∆╢╙─≤↕╣≡™╢╙──√╘⌐ ∆╢ ≢

⅜ ∆╢ ≢№∫≡⁸ ─ ⌐№╢ ─ ⌐ ∆╢╙─⌐≈™≡⁸

─ ⅛╠ ╩ ╘╠╣√≤⅝│⁸↓─ ─ ─√╘⌐ ⌂ ⌐⅔™≡⁸

╛⅛⌐ ─ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ │⁸↓─ ─ ─√╘⌐ ⅜№╢≤⅝│⁸ ∆

╢ ─ ⁸ ⌐ ╩ ⇔≡™╢ ∕─ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ─

─ ⌐ ⇔ ⌂ ─ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ה₃  
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⌐ ─☻כⱬ♃כ♦╢∆  

 │⁸ ╩ ⇔⁸ │ ∆╢ ╩ ℮ ⅜ ⇔⁸ │

∆╢√╘⌐ ⇔⁸ │ ∆╢╙─ ─ ⌐ ╩ ╓↕⌂™╟℮ ⌐

↕╣≡™╢╙─⌐ ╢⁹ ╩ ↄ⁹ ↓─ ⁸ ┘ ⌐⅔™≡ ∂⁹ ⌐ ∆╢♦

─☻כⱬ♃כ ∕─ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ∏╢╟

℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

ה₃  

 ─ ⌂ ⌐ ╢  

ה₃  

⌐╟╢ ─ ⌂ ─  

 │⁸ ⌐╟╢ ─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⁸↓╣╠─ ⌐ ⇔⁸

─ ⁸ ∕─ ⌂ ╩ ℮╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

⌂ ⅜ ╦╣≡™⌂™ ─ ⌐ ∆╢  

 │⁸ ⅜ ⌂ ⅜ ╦╣≡™⌂™↓≤⌐╟╡∕─╕╕ ∆╣┌

⌐ ∆╢↓≤≤⌂╢⅔∕╣─№╢ ⌐№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐№╢≤

╘╠╣╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ ⌐ ⇔⁸

⌐ →╢ ⌐ ╢ ⌐ ╢⁹ ⌐ ⇔⁸ ⅜ ⌐

∆╢↓≤≤⌂╢↓≤╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩≤╢╟℮ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩⇔√ ⌐⅔™≡⁸⌂⅔ ─ ⅜

↕╣∏⁸∕─╕╕ ∆╣┌ ⌐ ∆╢↓≤≤⌂╢⅔∕╣⅜ ⅝™≤ ╘╢≤

⅝│⁸ ╩⇔√ ⌐ ⇔⁸ ⁸ ─ ∕─ ─ ⅜

⌐ ∆╢↓≤≤⌂╢↓≤╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ⌂ ⌐≈™≡ ∆╢↓≤⅜

≢⅝╢⁹ 

ה₃  

─ ⌐ ∆╢ ─  

 │⁸ ⌐≈⅝⁸∕─ ⌂ ─√╘ ⌐ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸

⌐ ⇔⁸ ─ ⌐╟╢

│ ─ ⌐╟╢ ─ ─ ─ ╩∆╢↓≤⅜≢

⅝╢⁹ 

 │⁸ ╩ ↄ⁹ ⌐≈⅝⁸∕─ ⌂ ─√╘ ⌐ ⅜№╢≤ ╘╢

≤⅝│⁸ ⌐ ⇔⁸ ─ ─ ⌐╟╢ ─ ╩∆╢↓

≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ │ ⌐≈⅝⁸∕─ ⌂ ─√╘ ⌐ ⅜№╢

≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐ ⇔⁸ ─ │ ─

─ ⌐╟╢ ─ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ה₃  

 ─ ⌐ ╢  

ה₃  
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┘ ─ ─  

 │⁸ ┘ ─ ╩ ⇔⁸ │ ∆╢ ╩ ℮ ⅜

⇔⁸ │ ∆╢√╘⌐ ⇔⁸ │ ∆╢╙─╩ ↄ⁹ ⌐ ∆╢ ─ ∕─ ↓

╣╠─ ─√╘⌐ ⌂ ╩ ∏╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

ה₃  

─ ⌐ ∆╢ ─  

 ╩ ⇔√ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ │⁸

─ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢╙─⌐ ╢⁹

↓─ ⌐⅔™≡ ∂⁹ ⌐≈™≡⁸ ─ ─

─√╘⌐ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ⌐≈™≡

⌐ ╘╠╣√ ⌐ ∆╢√╘⌐ ⌂ ╩ ∏╢↓≤╩ ∆╢↓

≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩⇔√ ⌐⅔™≡⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤

⅝│⁸∕─ ╩ ↑√ ─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⌐≈™≡─

№∫∑╪∕─ ─ ⌂ ╩ ∏╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

ה₃  

─  

 ⌐ ∆╢ ⅜ ╘╠╣√╙─⌐ ╢⁹⅜

⌐⅔™≡ ∆╢ ╩ ╗⁹ ─ ⌐╟╡ ↕╣√≤⅝│⁸

─ │⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢

─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ₈⁸ ₉≤№╢─│₈ ₉≤⁸₈ ∆╢

╙─≢₉≤№╢─│₈ ∆╢╙─ │ ─ ⌐ ∆╢

⌐⅔™≡ ∆╢ ╩ ╗⁹ ─ ⌐

╟╡ ↕╣√ ⌐ ∆╢ ⌐ ╘╠╣√ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ≢₉≤∆╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ⅜ ╘╠╣√╙─⌐ ╢⁹⅜

⌐⅔™≡ ∆╢ ╩ ╗⁹ ─ ⌐╟╡ ↕╣√≤⅝│⁸

─ │⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ⅛╠

╕≢─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⅛╠ ╕≢ ┘ ─ ─√

∞⇔ ─ ₈ ⅜₉≤№╢─│₈ ⅜⁸₉≤⁸₈ ╘⁸₉≤№╢─│₈

╘≡ ⇔√ ₉≤⁸ √∞⇔ ₈ ╛╗╩ ⌂™₉≤№╢─│₈

─ ⌐ ∆╢

⌐⅔™≡ ∆╢ ╩ ╗⁹ ─ ⌐╟╡ ↕╣√ ⌐ ∆╢

⌐ ╘╠╣√ ⌐ ∆╢ ↓─ ⌐⅔™≡₈

₉≤™℮⁹ ⌐ ∆╢≤ ╘≡ ⇔√ ∕─ ╛╗╩ ⌂™₉≤⁸

⅛╠ ╕≢ ┘ ─ ─√∞⇔ ─ ₈ ╛╗╩ ⌂™₉≤№╢─│

₈ ⌐ ∆╢≤ ╘≡ ⇔√ ∕─ ╛╗╩ ⌂™₉≤⁸

√∞⇔ ₈ ⅜₉≤№╢─│₈ ⅜⁸ ⌐ ∆╢≤ ╘≡
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⇔√ ∕─ ₉≤∆╢⁹ 

ה₃  

─ ─ ⌐≈™≡─  

 │⁸ ⌐⅔™≡ ∆╢ ╩ ╗⁹ ─

⌐╟╡ ↕╣√ ⌐ ↕╣√ ⌐

∆╢ ⌐ ╢⁹ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢

╩™℮⁹ ↓─ ⌐⅔™≡ ∂⁹ ⌐≈™≡⁸ ╩ ⌐ ∆╢√╘

√∞⇔ │ ─ ™∏╣╙ ─ ─ ⌐ ╢

╙─⌐ ╢⁹ ╩ ╘╠╣√≤⅝│⁸ ─ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ─

≤⇔≡─ ─ ⅜ ╠╣╢╟℮ ⌂ ╩∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ─ ─ │ │⁸ ⌐ ∆╢

⌐ ↕╣√ ─ ⌐≈™≡⁸ ╩ ⌐ ∆╢

√╘ ∕─ ─ ─ ⌐╟╢ ∕─ ─

╩ ╘╠╣√≤⅝│⁸ ─ ─ ⅜ ╠╣╢╟℮ ⌂ ╩∆╢╙─≤∆╢⁹ 

ה₃  

─ ─  

 │⁸

⌐ ∆╢ ─╒⅛⁸ ⌐⅔™≡⁸ ⅛╠─ ⌐ ≠

⅝⁸ ─ ─√╘⌐ ℮ ⁸ ─ ─ ∕─ ─ ─ ⌐ ∆

╢ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ⅜ ⌐ ∆╢ ╩ ℮ ⌐⅔↑╢

─ ─ ⌐≈™≡│⁸ ₈ ⌐ ∆╢ ₉≤№

╢─│⁸₈ ⌐ ∆╢ ┘ ─ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢ ₉≤∆╢⁹ 

ה₃  

─ ℮  

 │⁸

⌐ ∆╢ ─╒⅛⁸ ⅛╠─ ⌐ ≠⅝⁸

⌐⅔↑╢ ┘ ─ ─ ⌐╟╡ ⌐⅔↑╢ ─

╩ ╢√╘⌐ ⌂ ⁸ ┘ ─ ─ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ה₃  

─ ℮  

 │⁸

⌐ ∆╢ ─╒⅛⁸ │ ⌐

∆╢ ⅛╠─ ⌐ ≠⅝⁸ ┘ ─ ─ ─ ⌐

⌂ ─ ⌐ ∆╢ ─ ∕─ ─ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ה₃  

 ⌐ ∆╢  
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ה₃  

 │⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ⇔⁸ ⁸ ⁸

─ ∕─ ─ ─ ╩ ╢√╘⌐ ⌂ ∕─╕╕ ∆╣┌

⇔ↄ ≤⌂╢⅔∕╣─№╢ │ ⇔ↄ ≤⌂╢⅔∕╣─№╢

⌐⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ─ ╩ ↄ⁹ ⌐⅔™≡ ∂⁹ ╩≤╢╟℮

│ ╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ │ ╩⇔√ ⌐⅔™≡⁸⌂⅔ ─

⅜ ↕╣⌂™≤ ╘╢≤⅝│⁸ │ ╩ ↑√ ⌐ ⇔⁸ ─ ╩

↑≡⁸ ⁸ ⁸ ─ ∕─ ─ ─ ╩ ╢√╘⌐ ⌂ ╩≤╢

↓≤╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩ ↑√ ⅜ ⌂ ⅜⌂ↄ≡∕─ ⌐ ╢ ╩

≤╠⌂⅛∫√ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸∕─ ⌐ ⇔⁸ ─

╩ ↑≡⁸∕─ ⌐ ╢ ╩≤╢↓≤╩ ∏╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ╩ ∂╟℮≤∆╢ ⌐⅔™≡│⁸№╠⅛∂╘⁸∕─ ╩ ∂╟

℮≤∆╢ ⌐ ⇔⁸∕─ ∂╟℮≤∆╢ ┘∕─ ┘⌐ ─ ┘

╩ ⇔√ ╩ ⇔≡⁸∕─ ╩ ∂╟℮≤∆╢ │∕─ ⌐ ┘

⌐ ⌂ ╩ ∆╢ ╩ ⅎ⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ ─ ╩ ↑√ │⁸∕─ ╩ ↑√ ⅛╠ ⌐⁸ ⌐ ⇔⁸

─ ⌐ ⅎ≡ ⌐╟╢ ─ ╩ ℮↓≤╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ─ ⅜№∫√ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ╩

∂╟℮≤∆╢ │∕─ ─ ╩ ╘≡⁸ ⌐╟╢ ─ ╩ ╦⌂↑╣┌⌂╠

⌂™⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ─ ╩ ℮ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌐╟∫≡

∂╟℮≤∆╢ ┘⌐ ─ ─ ┘ ╩⁸ ─ ╕≢⌐⁸ ⌐ ∆╢

⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸↓╣╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ⌐ ∆╢ │⁸ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ╩ ↕∑⁸⅛≈⁸ ⌐ ⌂ ╩

∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╡ ⌂ ╩ ∂√ ⌐⅔™≡⁸∕─ ╩ −╠╣√

⅜∕─ ╩ ⇔⌂™≤⅝⁸ ⇔≡╙ ≢⌂™≤⅝ │ ⇔≡╙ ─ ╕≢⌐

∆╢ ╖⅜⌂™≤⅝│⁸ ─ ╘╢≤↓╤

⌐ ™⁸ ╠ ─⌂∆═⅝ ╩⇔⁸ │ ╩⇔≡↓╣╩↕∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ⌂ ╩ ∂╟℮≤∆╢ ⌐⅔™≡⁸ ⅜⌂ↄ≡∕─ ╩

−╠╣╢═⅝ ↓─ ┘ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢↓≤⅜

≢⅝⌂™≤⅝ ⅜⌂ↄ≡ ─ ⇔ↄ│ │ ─ ⅜ ╦╣╢═⅝ ╩

∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™√╘ ⌐ ╘╢ ⌐╟╡ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝⌂™≤⅝╩

╗⁹ │⁸ │⁸ ─ ⌐⅔™≡⁸∕─ ╩ ╠ ™⁸ │∕─ ∂

√ ⇔ↄ│ ⇔√ ↓─ ┘ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ⌐∕─

╩ ╦∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─ ⌐⅔™≡│⁸ │⁸∕─ ╘√ ⌐
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⌐⅔™≡∕─ ╩ ℮═⅝ ┘∕─ ╕≢⌐∕─ ╩ ╦⌂™≤⅝│ │

⅜∕─ ╩ ™⁸ ⌐ ⇔√ ╩ ∆╢ ╩⁸№╠⅛∂╘ ⇔⌂↑

╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ∕─ ─ ⌐⅔™≡⁸ ⅜ ⇔ↄ ⌂ ⌐№

╢ ⌐ ⇔ ⌐ ⁸ ⁸ ─ ∕─ ─ ─ ╩

╢√╘⌐ ⌂ ╩≤╢ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝≢⁸ ⅛╠ ╕≢─ ⌐╟╡

╩≤╢↓≤╩ ∏╢™≤╕⅜⌂™≤⅝│⁸↓╣╠─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸

⌐ ╢ ─ ⌐⅔™≡⁸∕─ ╩ ╠ ™⁸ │ ⌐ ╦∑╢↓≤⅜≢

⅝╢⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ↕∑╢ ─ ⌐≈™≡│⁸ ┘ ─

╩ ∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩⇔√ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ∕─

ה ≢ ╘╢ ⌐╟╡⁸∕─ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ │⁸ ─ ⌐╟╢ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─

⌐⅔™≡│⁸ ─ │⁸ ─ ╩ ╖⁸ │ →≡│⌂╠⌂

™⁹ 

 ─ ⌐╟╢ ⌐≈™≡│⁸

┘ ╩ ↄ⁹ ─ │⁸ ⇔⌂™⁹ 

 ┘ │⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔⁸∕─ ⌂ ╩ ╢√

╘⌐ ⌂ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ה

≢ ╘╢⁹ 

ה₃ ה  

  

ה₃  

─  

 │⁸ ⌐ ∆

╢ ⁸ ⇔ↄ│ │ ─ ⇔ↄ│ ╩

╢ ╩ ℮↓≤╩ ≤∆╢ ≢№∫≡⁸ ⌐ →╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮

↓≤⅜≢⅝╢≤ ╘╠╣╢╙─╩⁸∕─ ⌐╟╡⁸ ₈

₉≤™℮⁹ ≤⇔≡ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩⇔√≤⅝│⁸ ─ │ ⁸ ┘

│ ─ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸∕─ ⇔ↄ│ ⁸ │ ⇔ↄ│ ─ ╩ ∆╢≤

⅝│⁸№╠⅛∂╘⁸∕─ ╩ ⌐ ↑ ⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ⅜№∫√≤⅝│⁸ ⌐ ╢ ╩ ⇔⌂↑╣┌

⌂╠⌂™⁹ 

ה₃  
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─  

 │⁸ ⌐ →╢ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

─ ∕─ ─ │ ╩ ⅔℮≤∆╢ ⌐ ⇔⁸ ─

│ ─ ⌐ ∆╢ ─ │ ∕─ ─ ─ ⌂ │∕─

╩ ╢√╘⌐ ⌂ ╩ ℮↓≤⁹ 

⌐ ≠⅝⁸ ⌂ ─ ─ ⁸ ─ ─√╘⌐ ℮ ∕─ ─

─ │ ─√╘ ⌂ │ ╩ ℮↓≤⁹ 

⌐ ≠⅝⁸ ─ ─ ╩ ℮↓≤⁹ 

─ │ ⌐ ∆╢ ╩ ℮↓≤⁹ 

─ │ ⌐ ∆╢ ╩ ℮↓≤⁹ 

⌐ →╢╙──╒⅛⁸ ─ │ ╩ ╢√╘⌐ ⌂ │ ╩ ℮

↓≤⁹ 

ה₃  

 

 │⁸ ⌐ →╢ ─ ⅛≈ ⌂ ╩ ∆╢√╘ ⅜№

╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐ ⇔⁸∕─ ⌐ ⇔ ╩↕∑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ⅜ ⌐ →╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ⇔≡™⌂™≤ ╘╢≤

⅝│⁸ ⌐ ⇔⁸∕─ ─ ─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ∏═⅝↓≤╩ ∏╢↓≤

⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ⅜ ─ ⌐╟╢ ⌐ ⇔√≤⅝│⁸ ─

⌐╟╢ ╩ ╡ ∆↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╡ ╩ ╡ ⇔√≤⅝│⁸∕─ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

ה₃  

─  

 ┘ │⁸ ⌐ ⇔⁸∕─ ─ ⌐ ⇔ ⌂ ─

│ ⇔ↄ│ ╩∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 │⁸ ⅛╠∕─ ─ ─√╘ ─ ╩ ╢ ⅜№╢≤⇔≡⁸

─ ⌐ ∆╢ ↓─ ┘ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹

─ ─ ╘⅜№∫√≤⅝│⁸ ─ ─ ⌐ ⌂ ≢⁸ ⌐

⇔⁸ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐⅔™≡⁸ │⁸ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢≤⅝│⁸№

╠⅛∂╘⁸ ╩ ∆╢↓≤⌐≈™≡ ⌐╟∫

≡ ↕╣╢ ─ ╩™℮⁹ ─ ╩ ⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ │⁸∕─ ⅜ ⇔≡™╢ ⌐ ⇔≡ ╘╣┌ ╡╢⁹ 

ה₃  

⌐╟╢ ─ ─  

 │⁸∕─ ╩ ℮√╘⌐ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐ ⇔⁸

ה ≢ ╘╢≤↓╤⌐╟╡⁸ ─ │ ╩∆╢↓≤╩
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∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─ ⌐⅔™≡│⁸ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐ ╢

─ ╩ ⇔≡⁸↓╣╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ ⌐╟╢ ╩ ↑√ │⁸ ⌐ ≠⅝ ─ │

╩∆╢⅛ ⅛⌐≈™≡⁸ ⌂ↄ⁸ ╩⇔√ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹↓─

⌐⅔™≡⁸ ─ │ ╩⇔⌂™↓≤≤∆╢≤⅝│⁸∕─ ╩ ╠⅛⌐⇔

⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

ה₃  

┼─  

 │⁸ ⁸ │ ⌐≈⅝⁸∕─ ⌂ ─√

╘ ⌐ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐╟╢ ╩∆╢╟

℮ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ⅜№∫√ ⌐⅔™≡⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸

─ ⌐╟╢ ╩∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ⅜№∫√ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⌐╟╢

╩∆╢ ⅜⌂™≤ ⇔√≤⅝│⁸ ⌂ↄ⁸∕─ ┘∕─ ╩⁸ ╩⇔√

⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

ה₃  

  

ה₃  

 ┘ │⁸ ⅜ ℮ ⌐ ≠ↄ ⌐ ∆╢ ─

⅛≈ ⌂ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ⁸

─ ∕─ ─ ⌂ ─ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

 ┘ │⁸ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ⅜ ℮ ⌐ ≠ↄ

⌐ ∆╢ ─ ⅛≈ ⌂ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⌂ ─ ∕─ ─ ╩

∏╢╙─≤∆╢⁹ 

ה₃ ה  

  

ה₃  

 ─ ⌐╟╢ ─ ⌐ ⇔√ │⁸ ─

⌐ ∆╢⁹ 

 ─ ⌐╟╢ ╩∑∏⁸ ⇔ↄ│ ─ ╩⇔⁸ │ ─ ⌐╟╢

╩ ╖⁸ →⁸ ⇔ↄ│ ⇔√ │⁸ ─ ⌐ ∆╢⁹ 

ה₃ ה  

  

 

 ↓─ │⁸ ─ ⅛╠ ⇔≡ ╩ ⅎ⌂™ ⌐⅔™≡ ≢ ╘╢ ⅛╠

∆╢⁹√∞⇔⁸ ⅛╠ ╕≢⁸ ┘ ─ │⁸ ─ ⅛╠

⇔≡ ╩ ⅎ⌂™ ⌐⅔™≡ ≢ ╘╢ ⅛╠ ∆╢⁹ 
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₃ ≢⁸ ⌐ ╢ │⁸ ⅛╠⁸√∞

⇔ ⌐ ╢ │⁸ ⅛╠  

 

 │⁸↓─ ─ ╩ ⇔√ ⌐⅔™≡⁸↓─ ─ ─ ╩ ⇔⁸

⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸↓─ ─ ⌐≈™≡ ╩ ⅎ⁸∕─ ⌐ ≠™≡ ─

╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

  ₃   

 

 ↓─ │⁸ ─ ⅛╠ ⇔≡ ╩ ⅎ⌂™ ⌐⅔™≡ ≢ ╘╢ ⅛╠

∆╢⁹√∞⇔⁸ ─ │⁸ ─ ⅛╠ ∆╢⁹ 

≢ ⅛╠  

 

 ─ ╩ ∆╢ ⌐ ∆

╢ ⌐ ∆╢↓─ ⌐╟╢ ─ ─ ⌐ ∆╢

↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ┘ ─ ─ ⌐≈™≡│⁸

₈ ┘ ₉≤№╢─│₈⁸ ₉≤⁸₈ ₉≤№╢─│₈

┘ ─ ╩ ∆╢ ⌐ ∆╢

₉≤∆╢⁹ 

 ┘ ⌐ ╢ ⌐ ╢⁹ ─ │⁸↓─ ─

─ ↓─ ┘ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ⌐

─ ⌐╟╢ ╩ ℮ ⌐≈™≡ ⇔⁸ ⌐↓─ ⌐╟╢ ─

─ ⌐ ∆╢ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ─

⌐╟╢ ╩ ∫√ ⌐≈™≡│⁸⌂⅔ ─ ⌐╟╢⁹ 

 ┘ ⌐ ╢ ⌐ ╢⁹ ─ │⁸

⌐ ─ ⌐╟╢ ╩ ℮ ⌐≈™≡ ⇔⁸ ⌐

─ ⌐╟╢ ╩ ∫√ ⌐≈™≡│⁸⌂⅔ ─ ⌐╟╢⁹ 

┼─  

 ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸↓─ ─ ⌐ ⇔ ⌂ ⌐ ∆╢

╩ ╗⁹ │⁸ ≢ ╘╢⁹ 

 

 │⁸↓─ ─ ╩ ≤⇔≡⁸↓─ ⌐╟╢ ─ ⌐≈™≡⁸

∕─ ─ ╩ ⇔≡ ╩ ⅎ⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸∕─ ⌐ ≠™≡

─ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹  
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ᵒ ─ ⌐ ∆╢  

 

 

 ↓─ │⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⁹

₈ ₉≤™℮⁹ ─ ⌐ ⇔⁸ ⌂ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ╩ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢

⌐╟╡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐╟╢ │⁸ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢ ⌐╟

╡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐╟╢ │⁸ ⌐╟╡ ℮╙─≤

∆╢⁹ 

 ─ │⁸ ⌐╟╢╙─≤∆╢⁹ 

⌐ ╢  

 ─ ⌐╟╢ │⁸ ⌐╟╡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

⌐ ╢  

 ─ ⌐╟╢ │⁸ ⌐╟╡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

│  

 ─ │ │⁸ │ ה ⌐╟╡ ℮

╙─≤∆╢⁹ 

 

 ─ ⌐╟╢ │⁸ ⌐╟╡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 

 ─ ⌐╟╢ │⁸ ⌐╟╡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

⌐ ╢ ─  

 ─ │⁸ ⌐ ╢ ─ ⌐╟╢╙─≤

∆╢⁹ 

 ─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ─ │⁸ ≢ ⇔⌂↑

╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ⅜∕─ ╩ ∫√≤⅝│⁸ ╩ ⇔√ │⁸ ≢∕─ ╩ ⌐ ↑

⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─ ─  

 ─ ⌐╟╡ ⌐╟╢ ─ ₈ ─ ₉≤™℮⁹ ╩

⇔╟℮≤∆╢ ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ─

╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 ─ ⌐╟╢ │⁸ ─ ⌐╟╡ ℮╙─

≤∆╢⁹ 

 ┘ ─ │⁸ ─ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐≈
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™≡ ∆╢⁹ 

─ ─ ─  

 │∕─ │⁸╛╗╩ ⌂™ ⌐╟╡ ─ ⌐ ≢⅝⌂™≤

⅝│⁸ ─ ─ ─ ╕≢⌐⁸ ╩ ⇔≡∕─ ╩ ⌐ ↑ ⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ─ ⌐╟╢ ⅜№∫√ ⌐⅔™≡⁸∕─ ⅜ ≤ ╘╢≤⅝│⁸

─ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ─╒⅛⁸ │⁸ ∕─ ╛╗╩ ⌂™ ⌐╟╡⁸

─ ⌐╟╢ ┘ ╩⇔√ │ ⌐⅔™≡ ─ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝⌂™

≤⅝│⁸ ╩ ⇔⁸ │ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

─ ─  

 ─ │⁸ ⅜ ∆╢ ┘ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ⅜

∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─ ⌐ ─ ∕─ ≤

╘╢ ─ ╩ ╘≡⁸ ╩ ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

─ ─  

 ─ │⁸ ⌐╟╡ ℮╙─≤∆╢⁹√∞⇔⁸ │∕─ ⅜

─ ⌐ ⇔⌂™ ⌐⅔™≡⁸ ─ ─ ⌐ ∆╢ ┘

↓─ ┘ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ─ ⅜№∫√≤⅝│⁸ ╩

⅜ ∆╢↓≤⌐╟╡ ─ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢╙─≤∆╢⁹ 

─ ┘  

 │⁸ │∕─ ⅜ ─ ─ ─ ╩ ⅎ≡ ∆╢

∕─ ╩ ∆╢√╘╛╗╩ ⌂™≤ ╘╢ │⁸ │∕─ ⌐

⇔⁸∕─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ⌐ ∆╢ ─╒⅛⁸ ─ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ─ ╩

⇔⁸ │∕─ ╩ ∆ ⌐ ⇔ ╩ ∂╢ ⌂ ╩≤╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

─ ⌐⅔↑╢ ─ ─  

 │⁸ │∕─ ⅜ ⌂ ⌂ↄ ─ ─ ⌐ ∑∏⁸

⅛≈⁸ ╩ ⇔⌂™ ⌐│⁸↓╣╠─ ⌐ ⇔ ╘≡ ─ ─ ╩ ⅎ╢↓

≤⌂ↄ⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 ⌐ ∆╢ ↓─ ⌐⅔™≡₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ╢

⌐ ∆╢ │⁸

⌐╟╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ╢ ─ │⁸ ⌐╟╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ╢ ─ │⁸ ⌐╟╢╙─≤∆

╢⁹ 
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 ─ │⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡

∆╢⁹ 

 

 ─ │⁸ ⌐╟╢╙─≤∆╢⁹ 

∕─  

 ↓─ ─ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸ ⅜ ╘╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ─ ⅛╠ ∆╢⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 31-  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 32-  

 

  



 

- 33-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 34-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 35-  
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③  

  

 ↓─ │⁸ ⌐ ╘⅜№╢╙─╩ ↄ╒⅛⁸

─ ┘ ─ ┘⌐

─ ⌐ ≠ↄ ─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 ─ ┘⌐ ┘ ─ ─ ╩ ℮ ╩

™℮⁹ ∂⁹ │⁸ ─ ─ ⌐ →╢ ⌐ ∂⁸∕╣∙╣ ─

─ ⌐ →╢ ╩ ↄ╒⅛⁸ ∆╢ ⌐ ∂⁸∕╣∙╣ ─ ─

⌐ →╢ ─ ╩ ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 ─ │⁸∕╣∙╣ ┘ ─ ─ ⌐ →╢≤⅔╡

≤∆╢⁹ 

 

 │⁸∕╣∙╣ ┘ ─ ─ ─ ⌐ →╢ ─ ╩

╙∫≡ ∆╢⁹ 

 │⁸ ┘ ─ ─ ─ ⌐ →╢ ─℮∟⅛╠⁸∕╣∙╣

⅜ ⇔⁸ │ ∆╢⁹ 

─  

 ─ │⁸∕╣∙╣ ┘ ─ ─ ─ ⌐ →╢≤⅔╡≤∆╢⁹

√∞⇔⁸ ⅜ ∂√ ⌐⅔↑╢ ─ ─ │⁸ ─ ≤∆╢⁹ 

 │⁸ ↕╣╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

┘  

 ⌐⁸ │ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ⅝⁸ ─ ⌐╟╡ ╘

╢⁹ 

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢⁹ 

 ⌐⁸ │ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 ╩ ⅛⌂™ ⌐№∫≡│⁸ ⅜№╠⅛∂╘ ∆╢ │⁸

╩ ⇔⁸ ⌐ ⅜№╢≤⅝⁸ │ ⅜ ↑√≤⅝│⁸∕─ ╩ ∆╢⁹ 

 

 ─ ₈ ₉≤™℮⁹│⁸ ⅜ ⇔⁸∕─ ≤⌂╢⁹√∞⇔⁸

─ √⌐ ⅜ ↕╣⁸ ⇔ↄ│ ↕╣√ │ ⅜ ↕╣√

⌐⅔™≡ ⌐ ╩ ↄ≤⅝│⁸ ⅜ ∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ⅜ ⇔⌂↑╣┌ ↄ↓≤⅜≢⅝⌂™⁹ 

 ─ │⁸ ⇔√ ─ ╩╙∫≡ ⇔⁸ ─≤⅝│⁸ ─ ∆╢≤↓

╤⌐╟╢⁹ 

 │⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─ ╩ ⌐ ↕∑≡⁸ │ ╩
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ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 │⁸ ╩ ∆╢≤⅝⁸ │ ⁸ ─╕╪ ╛╗╩ ⌂™ ⅜№╢≤

⅝│⁸ ⌐ ╩ ⇔⁸ │ ⁸ ∕─ ─ ⌐╟∫

≡│ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ≢ ╠╣╢ ≢№∫≡⁸ ⌐╟╢ ─ ⌐

↕╣╢╙─╩™℮⁹ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⇔⁸ │ ╩ ™⁸∕─ ╩╙∫≡

─ ⌐ ⅎ╢↓≤⅜≢⅝╢⁹↓─ ⌐⅔™≡│⁸ ┘ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 

 │⁸ ⌐ ∂ ∕─ ↓╣⌐ ∆╢ ╩ ↄ↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 ┘ ⌐ ⇔√ │⁸ ╡ √ ╩ ╠⇔≡│⌂╠⌂™⁹∕─ ╩

™√ ╙⁸ ≤∆╢⁹ 

 

 ↓─ ⌐ ╘╢╙──╒⅛⁸ ─ ┘ ⌐ ⇔ ⌂ │⁸

⅜ ⌐ ∫≡ ╘╢⁹ 

  

 

 ↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

─  

 ⌐ →╢ │⁸ ∆╢⁹ 

 

 

 

 

 

ה╙≤ ≡  

 

↕╪  

 

 ↓─ ─ ─ ⁸ ⌐ │ ⌐ →╢ ⌐ ∆╢

₈ ─ ₉≤™℮⁹ ─ ≢№╢ │⁸↓─ ─ ─ ⌐⁸∕╣∙╣

│ ⌐ →╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ─ ≤⇔≡ ↕

╣⁸ │ ↕╣√╙─≤╖⌂∆⁹↓─ ⌐⅔™≡⁸ ↕╣⁸ │ ↕╣√╙─≤

╖⌂↕╣╢ ─ │⁸ ─ ⌐⅛⅛╦╠∏⁸ ⌐⅔↑╢ ─

─ ≤⇔≡─ ─ ≤ ─ ≤∆╢⁹ 

 ↓─ ─ ─ ⁸ ⌐ ─ ─ │ ≢№╢ │⁸↓─ ─

─ ⌐∕╣∙╣ ─ │ ≤⇔≡ ╘╠╣√╙─≤╖⌂∆⁹ 

 ↓─ ─ ─ ⁸ ⌐ ─ ⌐↕╣√ ≢ ⅜↕╣≡™⌂™╙─│⁸∕

╣∙╣ ⌐↕╣√ ≤╖⌂⇔⁸ ⌐≈™≡ ─ ⅜⇔√ ⁸
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∕─ ─ │⁸∕╣∙╣ ⅜⇔√ ⁸ ∕─ ─ ≤╖⌂∆⁹ 

─  

 ─ ╩ ─╟℮⌐ ∆╢⁹ 

₡ ─╟℮₢  

☿fi♃כ─ ─ ⌐ ╢ ╩ ╘╢ ─

 

 ☿fi♃כ─ ─ ⌐ ╢ ╩ ╘╢

─ ╩ ─╟℮⌐ ∆╢⁹ 

₡ ─╟℮₢  

─ ─ ┘ ┘⌐ ⌐ ╢

─√╘─ ⌂ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢ ─  

 ─ ─ ┘ ┘⌐ ⌐ ╢

─√╘─ ⌂ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢ ─

╩ ─╟℮⌐ ∆╢⁹ 

₡ ─╟℮₢  

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹√∞⇔⁸ ─ │⁸ ⅛

╠ ∆╢⁹ 

  

↓─ │⁸ ⅛╠ ∆╢⁹ 
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